
東京成徳短期大学学則 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 本学は、教育基本法並びに学校教育法の精神にしたがい、次代の国民形成に大きな役割を担

う者に対し、広く知識を授けるとともに学芸・技能の専門教育を施し、人格の完成をはかり、社会

に有為な高い教養人及び職能人を育成し、もって社会に貢献することを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 本学は、東京成徳短期大学という。 

 

（位置） 

第３条 本学の位置は、東京都北区十条台１丁目７番１３号とする。 

 

（自己点検・評価及び認証評価） 

第４条 本学は、その教育水準の向上を図り、第１条の目的及び社会的使命を達成するため、本学に

おける教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本学は、前項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、定期的に文部科学大臣

の認証を受けた者による評価を受けるものとする。 

 

（情報の公表） 

第４条の２ 本学は、公的な教育機関として社会に対する説明責任を果たすため、教育研究活動等の

状況についての情報を公表する。 

 

（教育内容の改善） 

第５条 本学は、授業内容及び方法の改善を図るための委員会を設け、研修及び研究を実施するもの

とする。 

２ 前項の委員会については、別に定める。 

 

第２章 学科の組織、目的及び収容定員 

（学科の組織及び目的） 

第６条 本学に、次の学科を置く。 

幼児教育科 

２ 学科の目的は、次のとおりとする。 

学  科 目 的 

幼児教育科 

就学前の子どもの教育や保育についての専門教育と研究を行

い、教育・保育実践力の向上と一人ひとりの個性を伸ばし

て、社会のニーズに応えられる資質の高い幼稚園教諭、及び

保育士の養成を目的とする。 

 

（収容定員） 

第７条 本学の収容定員は、次のとおりとする。 

学  科 入学定員 収容定員 

幼児教育科 １８０名 ３６０名 



 

第３章 修業年限、学年、学期及び休業日 

（修業年限及び在学年限） 

第８条 本学の修業年限は、２年とする。 

２ 学生は、４年を超えて在学することはできない。 

３ 前項の規定にかかわらず、学則第５５条第１項により入学を認められた者の修業年限はこの限り

としない。 

 

（学年） 

第９条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（学期） 

第１０条 学年を分けて、次の２学期とする。 

前期   ４月 1日から９月３０日まで 

後期  １０月 1日から３月３１日まで 

 

（休業日） 

第１１条 本学における休業日は、次のとおりとする。 

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日 

学園創立記念日 

春季休業日 

夏季休業日 

冬季休業日 

１１月 

３月 

７月 

１２月 

２６日 

２５日 

２１日 

２１日 

 

から 

から 

から翌年 

 

３月 

９月 

１月 

 

３１日 

２０日 

１０日 

 

まで 

まで 

まで 

２ 前項の規定にかかわらず、学長は、臨時に休業日を設け、又は休業日を変更することができる。 

 

（授業期間） 

第１２条 授業を行う期間は、試験等の期間を含め、年間３５週にわたるものとする。 

 

第４章 入学、転学、退学、休学及び復学等 

（入学の時期） 

第１３条 入学の時期は、毎学年の始めとする。 

 

（入学資格） 

第１４条 本学に入学することのできる者は、次のいずれかの一に該当する者とする。 

（１）高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者 

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

（３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で、文部

科学大臣の指定した者 

（４）文部科学大臣が、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の課程と同等の課程を有す

るものとして認定した、在外教育施設の当該課程を修了した者 

（５）文部科学大臣の指定した者 

（６）文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

（７）相当の年齢に達し、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者 

 



（志願手続） 

第１５条 本学に入学、転入学を希望する者は、本学所定の願書その他必要な書類に、別表１の入学

検定料を添えて、提出しなければならない。 

２ 提出の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定める。 

３ 削除  

 

（入学志願者の選考） 

第１６条 入学志願者の選考については、別に定めるところによる。 

 

（入学手続及び入学許可） 

第１７条 前条の選考に合格した者は、所定の期日までに、誓約書並びに保証人が署名した在学保

証・根保証契約書を提出し、入学金及び学納金を納入しなければならない。 

２ 前項の合格した者は、誓約書記載事項及び学納金納入の履行に関する保証人（以下「在学保証

人」という。）を届け出なければならない。 

３ 在学保証人に関する事項は、別に定める。 

４ 学長は、第１項及び第２項の入学手続きを完了した者に、入学を許可する。 

 

（入学手続） 

第１８条 削除 

 

（転学又は退学） 

第１９条 他の大学へ転学又は退学を希望する者は、所定の様式による届を学長に提出し、審議を経

て転学又は退学することができる。 

２ 転学又は退学を希望する者は、転学又は退学しようとする日の属する期の学納金を完納していな

ければならない。 

 

（再入学） 

第１９条の２ 前条により退学した者が、再入学を希望するときは、所定の様式による願書を提出し、

学長の許可を受けなければならない。 

２  再入学の取り扱いについて必要な事項は、別に定める。 

 

（休学） 

第２０条 病気その他やむを得ない事情により、３ヶ月以上修学することができない者は、所定の様

式による届を学長に提出し、審議を経て休学することができる。 

２ 病気による場合は、医師の診断書を添付しなければならない。 

３ 疾病その他の理由により学修することが不適当と認められる者に対しては、学長は休学を命ずる

ことができる。 

 

（休学の期間） 

第２１条 休学の期間は、１年以内とする。ただし、特別の事由があると認められた場合は、１年を

限度として休学期間を延長することができる。 

２ 休学期間は、通算して２年を超えることはできない。 

３ 休学期間は、修業年限及び在学期間に算入しない。 

 

（復学） 



第２１条の２ 休学の事由が消滅した者は、所定の様式による届を学長に提出し、審議を経て、復学

しなければならない。 

 

（除籍） 

第２２条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。 

（１） 第８条に規定する在学年限を超えた者 

（２） 第２１条に規定する休学期間を超えた者 

（３） 学納金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

（４） 死亡又は行方不明の者 

（５） 本学において、修学する意思がないと認められる者 

 

（復籍） 

第２２条の２ 前条第３号に該当し除籍された者が、復籍を希望するときは、所定の様式による願書

を提出し、学長の許可を得て復籍することができる 

２ 復籍の取り扱いについて必要な事項は、別に定める。 

 

第５章 教育課程 

（開設授業科目及びその単位数） 

第２３条 授業科目の種類及びその単位数は、別に定める。 

 

（履修の方法） 

第２４条 授業科目は、これを必修及び選択科目とし、２ヶ年に分けて履修させるものとする。 

 

（履修すべき科目の登録） 

第２５条 学生は、毎学年度の当初及び後期の当初に、当該年度及び当学期に履修すべき授業科目を

登録しなければならない。 

２ 学生は、前項により登録した授業科目以外の授業科目を履修し、又は単位を取得することは、で

きない。 

 

（単位取得の認定） 

第２６条 授業科目を履修し、試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

２ 試験の方法は、定期試験・論文・作品提出等の方法によるものとし、その方法については、各授

業科目の担当者がこれを定める。 

 

（成績の評価） 

第２７条 成績の評価は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５段階とし、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格とする。 

 

（追試験） 

第２８条 病気等やむを得ない事情により試験を受けることができなかった者に対しては、追試験の

機会を与えることができる。 

 

（再試験） 

第２８条の２ 試験等の評価において不合格になった者のうち、授業担当教員が特に許可した者に対

しては、再試験の機会を与えることができる。 

 



（単位計算の方法） 

第２９条 各授業科目に対する単位数は、次の基準によって計算する。 

（１）講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で別に定める時間の授業をもっ

て１単位とする。 

（２）削除 

（３）実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で別に定める時間の授業をもっ

て１単位とする。 

（４）一の授業科目について、講義、演習、実習、又は、実技のうち２以上の方法の併用により行

う場合については、前各号の組み合わせに応じ、別に定める時間をもって１単位とする。 

 

（他の短期大学又は大学における授業科目の履修等） 

第３０条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の短期大学又は大学との協議により、短期大学又

は大学の授業科目を履修することを認めることができる。 

２ 学長は、前項の規定により履修した授業科目の修得単位については、１５単位を超えない範囲で

本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

３ 前２項の規定は、学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。この場合修得した

ものとみなすことのできる単位数は、前項及び第３０条の２第２項の単位数と合わせて３０単位を

超えないものとする。 

 

（短期大学又は大学以外の教育施設における履修） 

第３０条の２ 学長は、教育上有益と認めるときは、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学

修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与える

ことができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、第３０条第１項により修得したものとみなした単位数

と合わせて１５単位を超えないものとする。 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第３０条の３ 学長は、教育上有益と認めるときは、本学に入学する前に短期大学又は大学において

修得した単位を、本学に入学した後に履修し修得したものとみなすことができる。 

２ 学生が入学する前に行った第３０条の２第１項に規定する学修を、本学における授業科目の履修

とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、

本学において履修した単位以外のものについては、合わせて１５単位を超えないものとする。 

 

（卒業の要件及び認定） 

第３１条 本学に２年以上在学し、第２３条の規定に基づく授業科目を履修して６２単位以上を修得

した者には、教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、卒業証書を授与する。 

 

（学位授与） 

第３２条 学長は、前条により卒業を認定された者に対し、本学学位規程の定めるところにより短期

大学士の学位を授与する。 

 

（教育職員免許状の取得） 

第３３条 教育職員免許状を得ようとする者は、第３１条に規定する卒業の要件を充足し、かつ教育

職員免許法及び同法施行規則に定める科目を履修し、単位を修得しなければならない。 



２ 本学において取得できる教育免許状の種類は、次のとおりとする。 

学 科 免許状の種類 

幼児教育科 幼稚園教諭２種免許状 

 

（保育士資格の取得） 

第３４条 幼児教育科において保育士の資格を得ようとする者は、第３１条に規定する卒業の要件を

充足し、かつ、児童福祉法施行規則第６条の２第１項第３号の規定により、別に定める科目を履修

し、単位を修得しなければならない。 

 

第６章 保証人  

（保証人） 

第３５条 削除 

 

（副保証人） 

第３６条 削除 

 

（責任） 

第３７条 削除 

 

（業務） 

第３８条 削除 

 

（変更） 

第３９条 削除 

 

第７章 教職員組織 

（教職員組織） 

第４０条 本学に、学長、教授、准教授、助教、事務職員を置く。 

２ 前項に規定するもののほか、副学長、助手及びその他の職員を置くことができる。 

３ 前２項に規定する教職員の選考、任期その他の必要な事項は、別に定める。 

 

（学長の権限と責任） 

第４１条 学長は校務について決定し、その責任を負う。ただし、理事会が決定する事項を除く。 

 

   第８章 教授会 

（教授会の設置） 

第４２条 本学に、教育研究に関する重要な事項を審議するため、教授会を置く。 

２ 教授会は、学長が審議事項について決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。 

３ 教授会の運営に関する事項は、別に定める。 

 

（その他の機関） 

第４３条 学長は、教育研究に関する重要事項を専門的に審議するため、必要に応じて教授会に代 

わる機関を設置して意見を聴くことができる。 

２ 前項の機関については、別に定める。 

 



（教授会の召集等） 

第４４条 削除  

 

（教授会の開催） 

第４５条 削除 

 

（教授会の決議） 

第４５条の２ 削除 

 

（審議事項） 

第４６条 削除 

 

第９章 入学金、授業料、及びその他の学納金 

(入学金) 

第４７条 本学に入学を許可された者は、入学金として３００，０００円を納入しなければならない。 

２ 入学金の納入時期、納入方法等必要な事項は、別に定める。 

 

（授業料） 

第４８条 授業料は、年額７７０，０００円とし、納期は、次のとおりとする。 

第１期 ４月１日より４月３０日まで 

第２期 ９月１日より１０月１０日まで 

２ ただし、入学許可を受けた者は、入学金・その他の学費とともに授業料第１期分を納入するもの

とする。 

 

（卒業延期等の場合の授業料） 

第４９条 病気又は単位不足のため、卒業を延期した者は、当該期の授業料の全額を、納入しなけれ

ばならない。但し、単位不足のため、卒業を延期した者の授業料に関する必要な事項は別に定める。 

 

（退学の場合の授業料） 

第５０条 退学若しくは転学した者、又は停学中の者は、当該期の授業料の全額を納入しなければな

らない。 

 

（休学の場合の授業料） 

第５１条 休学した者に係る授業料については、次の算式により算定した授業料を免除する。ただし、

特別な事情により、休学を許可された者について学長は、授業料を免除することができる。 

授業料× 
休学当月の翌月から休学停止の前月までの月数×０．５ 

１２ 

 

(その他の学納金) 

第５２条 入学を許可された者は、特別教育費として４５，０００円を納入しなければならない。 

２ 本学に在学する者は、施設設備費として次のとおり、納入しなければならない。 

納入時期 

 

 学科 

１年次第 1期 

(入学手続時) 

１年次第２期 

９月１日より 

10 月 10 日まで 

２年次第１期 

４月１日より 

４月 30 日まで 

２年次第２期 

９月１日より 

10 月 10 日まで 

幼児教育科 110,000 円 110,000 円 110,000 円 110,000 円 



３ 実験実習費及びその他教育に必要な費用を徴収する。 

４ 前項に規定する納入金の種類・金額・納入に必要な手続等については、別に定める。 

 

(既納の学納金等) 

第５３条 既納の学納金等は、原則としてこれを返還しない。 

 

（学納金の減免） 

第５４条 学納金の減免に関する事項は、別に定める。 

 

第１０章 長期履修学生 

（長期履修学生） 

第５５条 第８条第１項に定める修業年限を超える一定の期間にわたり授業科目を履修することを目

的として、本学に入学を志願する者があるときは、学長は、選考の上、長期履修学生として入学を

許可することができる。 

２ 長期履修学生に関して必要な事項は別に定める。 

 

第１１章 委託生、科目等履修生、研究生、特別聴講生及び外国人留学生 

（委託生） 

第５６条 学長は、公共団体又はその他の機関から、本学の特定の学科に修学を委託された者がある

ときは、選考の上これを許可する。 

 

（科目等履修生又は研究生） 

第５７条 学長は、本学学生以外の者が、一又は複数の授業科目等について、履修又は研究を希望す

るときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生又は研究生として受

け入れを許可する。 

２ 科目等履修生及び研究生に関して必要な事項は別に定める。 

 

（特別聴講生） 

第５８条 学長は、他の短期大学又は大学（外国の短期大学又は大学を含む。）の学生で、本学の授

業科目の履修を希望する者がある場合は、本学と当該短期大学又は大学との協議に基づき、当該学

生を、特別聴講生として、本学の授業科目を履修させることができる。 

２ 特別聴講生について必要な事項は、別に定める。 

 

（科目等履修生の単位） 

第５９条 削除 

 

（外国人留学生） 

第６０条 学長は、本学に入学を希望する外国人は、外国公館から紹介ある者に限り選考の上これを

許可する。 

 

（委託生、科目等履修生、研究生、特別聴講生及び外国人留学生の学費） 

第６１条 委託生、科目等履修生、研究生、特別聴講生及び外国人留学生の授業料、研究費並びにそ

の他の学費については、別に定める。 

 

第１２章 図書館 



（図書館） 

第６２条 本学に図書館を置く。 

２ 図書館に関する規定は、別に定める。 

 

第１３章 厚生施設 

（保健室） 

第６３条 本学に保健室を設け、学生及び教職員の健康管理にあたる。 

 

（学寮） 

第６４条 本学に学寮を置くことができる。 

２ 学寮に関する必要な事項は、別に定める。 

 

（その他の厚生補導施設） 

第６５条 本学は、学生の厚生補導のための施設として、学生相談室、食堂、校外施設等を置く。 

２ 前項の施設の運営に関する必要な事項は、別に定める。 

 

第１４章 賞罰 

（褒賞） 

第６６条 学生として褒賞に価する者は、学長が褒賞する。 

２ 前項の褒賞に関する必要な事項は、別に定める。 

 

（懲戒） 

第６７条 本学の秩序を乱す行為、又は学生の本分に反する行為のあった者は、学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学・停学・訓告とする。 

３ 前項の懲戒に関する必要な事項は、別に定める。 

 

第１５章 雑則 

第６８条 この学則の実施に必要な細則は、別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、昭和４０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

３．第５条に規定する収容定員は、昭和７５年度までの間は、次の通りとする。 

年 度 

 

学科・専攻 

昭和 61 年度 昭和 62 年度～昭和 74 年度 昭和 75 年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

文科       

国文専攻 ２００名 ３５０名 ２００名 ４００名 １５０名 ３５０名 

英文専攻 ２００名 ３００名 ２００名 ４００名 １００名 ３００名 

幼児教育科 ２００名 ４００名 ２００名 ４００名 ２００名 ４００名 

 

附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、平成３年４月１日から施行する。ただし、第４６条の規定に拘らず平成３年３月３

１日現在本学に在籍し、平成３年４月１日に進級する学生について授業料は年額５６０，０００円

のままとする。 

３．第５条に規定する収容定員は、平成１２年度までの間は、次の通りとする。 

年 度 

 

 学科・専攻 

平成３年度 平成４年度～平成 11 年度 平成 12 年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

文科       

国文専攻 ３００名 ５００名 ３００名 ６００名 １５０名 ４５０名 

英文専攻 ２００名 ４００名 ２００名 ４００名 １００名 ３００名 

幼児教育科 ２００名 ４００名 ２００名 ４００名 ２００名 ４００名 

 

附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、平成５年４月１日から施行する。ただし、第４６条の規定に拘らず平成５年３月３

１日現在本学に在籍し、平成５年４月１日に進級する学生について授業料は年額６００，０００

円のままとする。 

３．第５条に規定する収容定員は、平成１２年度までの間は、次の通りとする。 

年 度 

 

学科・専攻 

平成５年度 平成６年度～平成 11 年度 平成 12 年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

文科       

国文専攻 ２６０名 ５６０名 ２６０名 ５２０名 １３０名 ３９０名 

英文専攻 ２００名 ４００名 ２００名 ４００名 １００名 ３００名 

幼児教育科 １７０名 ３７０名 １７０名 ３４０名 １７０名 ３４０名 

 



附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、平成６年４月１日から施行する。ただし、第５０条第２項の規定に拘らず、平成６

年３月３１日現在本学に在籍し、平成６年４月１日に進級する学生に係る維持費はこれを免除す

る。 

 

附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、平成７年４月１日から施行する。ただし、平成７年３月３１日に在学する者に係る

授業料の額及び維持費については、第４６条並びに第５０条第２項の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

 

附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、平成８年４月１日から施行する。ただし、平成８年３月３１日に在学する者に係る

授業料については、第４６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、平成１０年４月１日から施行する。ただし、平成１０年３月３１日に在学する者に

係る授業料については、第４６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、平成１１年３月３１日に在学する者に

係る教育課程及び授業料については、第２１条及び第４９条の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

 

附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、平成１２年３月３１日に在学する者に

関しては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３．第５条に規定する収容定員は、平成１６年度までの間は、次の通りとする。 

年 度 

 

学科・専攻 

平成１２年度 
平成１３年度～ 

平成１４年度
平成１５年度 平成１６年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

言語文化コミュニ

ケーション科 
        

 日本語文化専攻 １９５名 ４５５名 １９５名 ３９０名 １７５名 ３７０名 １７５名 ３５０名 

 英語文化専攻 １９５名 ３９５名 １９５名 ３９０名 １７０名 ３６５名 １７０名 ３４０名 

幼児教育科 １７０名 ３４０名 １７０名 ３４０名 １７０名 ３４０名 １７０名 ３４０名 

 

附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、ビジネス心理科の設置に関する文部大臣の認可の日から施行する。ただし、平成１

３年３月３１日に在学する者に関しては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。 



３．第５条の規定にかかわらず、収容定員については、平成１６年度までの間は、次の通りとする。 

年 度 

 

学科・専攻 

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

言語文化コミュニ

ケーション科 
        

 日本語文化専攻 １４５名 ３４０名 １４５名 ２９０名 １２５名 ２７０名 １２５名 ２５０名 

 英語文化専攻 １４５名 ３４０名 １４５名 ２９０名 １２０名 ２６５名 １２０名 ２４０名 

幼児教育科 １７０名 ３４０名 １７０名 ３４０名 １７０名 ３４０名 １７０名 ３４０名 

ビジネス心理科 １００名 １００名 １００名 ２００名 １００名 ２００名 １００名 ２００名 

 

附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

３．第５条の規定にかかわらず、収容定員については、平成１４年度までの間は、次の通りとする。 

年 度 

 

学科・専攻 

平成１３年度 平成１４年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

言語文化コミュニケーション科     

 日本語文化専攻 １２５名 ３２０名 １２５名 ２５０名 

 英語文化専攻 １２０名 ３１５名 １２０名 ２４０名 

幼児教育科 １７０名 ３４０名 １７０名 ３４０名 

ビジネス心理科 １００名 １００名 １００名 ２００名 

 

附 則 

１．この学則実施に必要な細則は別に定める。 

２．この学則は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、平成１３年３月３１日に在学する者に

係る教育課程については、第２１条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

１．この学則は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、平成１３年度以前に入学した者に係る

教育課程については、第５９条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

２．改正前の本学学則第１０章の規定に基づき本学専攻科の課程を修了したもので、この学則施行の

後、改正後の本学専攻科に編入学を希望する者については、当分の間、本専攻科の教育上支障の

ない限り、本学教授会の選考を経て、学長が編入学を許可することができる。この場合の修業年

限は、１年以上とし、在学年限は３年以内とする。また、その入学選考料、入学料及び施設費に

ついては、これらを免除する。なお、その他編入学者の取り扱いに関し、必要な事項は別途細則

で定める。 

 

附 則 

１．この学則は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、平成１３年度以前に入学した者に係る

教育課程については、第２１条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

１．この学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１．この学則は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、平成１４年度以前に入学した者に係る



教育課程については、第２１条及び第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

１．この学則は、平成１６年４月１日から施行し、第１３条第３項の規定は、平成１５年１０月１日

から適用する。また、平成１５年度以前に入学した者に係る教育課程及び維持費については、第２

１条及び第５０条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

１． この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１．この学則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１．この学則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第３１条第３項の規定は、平成１８年

１月１日から施行する。また、平成１８年３月３１日に在学する者に係る授業料については、第４

７条及び第６５条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

１．この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１． この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２． 第６条に規定する収容定員は、平成２０年度については、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

附 則 

１．この学則は、平成２０年４月１日から施行する。ただし平成２０年３月３１日に在学する者に係

る教育課程については、第２３条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

１．この学則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし平成２１年３月３１日に在籍する者に関

しては、第５２条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１．この学則は、平成２２年４月１日から施行する。ただし平成２２年３月３１日に在籍する者に関

しては、第２７条、第２９条及び別表１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１．この学則は、平成２３年４月１日から施行する。ただし平成２３年３月３１日に在籍する者に関

しては、別表１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

      年度 

 学科 

平成２０年度 

入学定員 収容定員 

言語文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科 ８５名 １７０名 

幼児教育科 １８０名 ３３０名 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ心理科 １００名 ２００名 



   附 則 

１．この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１． この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１．この学則は、平成２５年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

１．この学則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、平成２６年３月３１日に在学する者に

係る授業料については、第４８条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１．この学則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、平成２６年３月３１日に在学する者に

関しては、第２３条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１．この学則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１．この学則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１．この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１．この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１．この学則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１．この学則は、２０２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１．この学則は、２０２０年９月１日から適用する。 

２．改正後の第１７条の規定は、２０２１年度入学者から適用し、２０２１年３月３１日に在学する

者は、なお従前の例による。 



別表１ 

入学検定料・入学金等 

 

１．入学検定料  32,000 円 

   但し、次の各号に該当する場合は、入学検定料を以下のとおりとする。 

（１） 大学入学共通テスト利用入試の場合は 12,000 円とする。 

（２） 一般選抜入試を複数回受験する場合の入学検定料はそれぞれ、１回目は 32,000

円、２回目は 22,000 円、３回目以降は各 10,000 円とする。 

（３） 一般選抜入試と大学入学共通テスト利用入試を同時出願する場合の、大学入学

共通テスト利用入試の検定料は１回あたり 9,000 円とする。 

（４） 総合型選抜入試を複数回受験する場合の２回目以降の入学検定料は無料とする。 

（５） インターネットを利用して出願する場合は、１出願あたり 2,000 円を減額する。 

 

２．入学金等 

   

 

 

 

 

 

入学金 300,000 円 

再入学金 150,000 円 

復籍料 150,000 円 


